
５ 広報まえばし

障
害
基
礎
年
金
は
、
初
診
日
（
病

気
や
け
が
の
た
め
に
初
め
て
医
師
の

診
療
を
受
け
た
日
）
に
国
民
年
金
に

加
入
し
て
い
る
人
、
ま
た
は
、
国
民

年
金
に
加
入
し
た
こ
と
の
あ
る
六
十

歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
で
国
内
に
住

所
の
あ
る
人
が
対
象
。
障
害
認
定
日

（
初
診
日
か
ら
一
年
六
カ
月
を
経
過

し
た
日
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
症
状

が
固
定
し
た
日
）
に
国
民
年
金
の
障

害
等
級
が
一
級
、
二
級
に
該
当
す
る

場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

年
金
を
受
け
る
に
は
、
初
診
日
の

前
日
に
お
い
て
、
初
診
日
の
あ
る
月

の
前
々
月
ま
で
の
保
険
料
を
納
め
た

期
間（
免
除
期
間
を
含
む
）が
加
入
期

間
の
三
分
の
二
以
上
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す
が
、
初
診
日
が
平
成
十
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
は
直
近
一
年
間

に
滞
納
が
な
け
れ
ば
受
給
で
き
ま
す
。

ま
た
、初
診
日
が
二
十
歳
以
前
で
、

障
害
認
定
日
が
二
十
歳
前
と
な
る
と

き
は
二
十
歳
に
達
し
た
と
き
、
障
害

認
定
日
が
二
十
歳
後
と
な
る
と
き

は
、
そ
の
認
定
日
に
一
級
、
二
級
に

該
当
す
れ
ば
支
給
さ
れ
ま
す
。

次
の
�
〜
�
の
い
ず
れ
か
の
人
が

死
亡
し
た
と
き
に
、
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た「
子
の
あ
る
妻
ま
た
は
子
」

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

�
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
�

国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
が
あ
り
、

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
で
国
内

に
住
所
が
あ
る
�
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
権
が
あ
る
�
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
（
二
十
五
年
）
を
満

た
し
て
い
た
。

な
お
、
子
と
は
十
八
歳
（
障
害
の

あ
る
子
は
二
十
歳
）
の
誕
生
日
後
、

最
初
の
三
月
末
日
を
迎
え
る
ま
で
の

人
が
該
当
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

�
�
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
、
死
亡

日
の
前
日
に
死
亡
日
の
前
々
月
ま
で

の
保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期

間
を
含
む
）
が
、
加
入
期
間
の
三
分

の
二
以
上
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

所
得
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
、

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
に
は

次
の
よ
う
な
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
場
合
に
は
、
右
表
の

と
お
り
、
年
金
の
受
給
資
格
や
受
給

額
が
変
わ
り
ま
す
。

□
法
定
免
除

生
活
保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受
け

て
い
る
人
や
、
障
害
基
礎
年
金
・
厚

生
年
金
な
ど
の
障
害
年
金
（
一
級
・

二
級
）
を
受
け
て
い
る
人
は
、
届
け

出
に
よ
っ
て
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ

ま
す
。

□
申
請
免
除

前
年
所
得
が
少
な
く
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
人
は
、
一
定
の
基
準
を

満
た
せ
ば
国
民
年
金
保
険
料
の
全

額
、ま
た
は
半
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

半
額
免
除
が
認
め
ら
れ
た
人
も
、
そ

の
半
額
の
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と

未
納
と
同
じ
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
失
業
し
た
こ
と
に
よ
る
申

請
は
、
そ
れ
を
確
認
で
き
る
「
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
」
ま
た
は
「
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」
を
提
出

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

□
学
生
納
付
特
例

二
十
歳
以
上
の
大
学
生
な
ど
で
、

次
の
二
つ
の
条
件
を
と
も
に
満
た
す

人
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
特
例
で

猶
予
さ
れ
ま
す
。

�
大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
、
各
種
学
校
、
そ
の
他
の
教
育
施
設

に
在
学
す
る
学
生
、
夜
間（
定
時
制
）

課
程
、
通
信
制
課
程
の
学
生
な
ど
。

た
だ
し
、
こ
の
特
例
の
対
象
と
な
ら

な
い
学
校
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
�
学

生
本
人
の
前
年
所
得
が
六
十
八
万
円

以
下
。
な
お
、
扶
養
親
族
な
ど
が
あ

れ
ば
、
そ
の
人
数
に
応
じ
て
所
得
基

準
が
変
わ
り
ま
す
。

�
障
害
基
礎
年
金

�
遺
族
基
礎
年
金

免除などを受けた場合の受給資格・受給額への影響の例 

区　分 

老齢基礎年金を 
受けるための 
資格期間には？ 

受け取る 
老齢年金額は 

免除期間は、 
年金額に３分の１ 
が反映されます。 

全額免除期間は、 
年金額に３分の１ 
が反映されます。 

半額免除期間は、 
年金額に３分の２ 
が反映されます。 

年金額に反映 
されません。 

年金額に反映 
されません。 

受給資格期間 
に入りません。 

生涯基礎年金 
や遺族基礎年 
金は？ 

滞納期間が多いと 
年金を受けること 
ができません。 

後から保険料 
を納めること 
（追納）は？ 

２年を過ぎると 
納めることが 
できません。 

法定免除 

受給資格期間に入ります。 

10年以内なら納めることができます。 
（３年目からは当時の保険料に加算がつきます） 

受給資格要件を確認するときに、保険料を 
納めたときと同じ扱いになります。 

追納についての問い合わせは前橋社会保険事務所へ。 

申請免除 

全額承認 半額承認 （半額納付した場合に限る） 
 

学　　生 
納付特例 

未　納 

問
い
合
わ
せ
は
、
国
保
年
金
課
�
８
９
０
ー
６
２
５
４
、
前
橋

社
会
保
険
事
務
所
（
国
領
町
二
丁
目
）
�
２
３
１
ー
１
７
０
５
へ

直
接
ま
た
は
電
話
で
。

ダンスで楽しく交流（ひろせ老人福祉センター） ダンスで楽しく交流（ひろせ老人福祉センター） 


